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【１．採用予定数（町村全体）】 

※年齢要件は平成 28 年 4 月 1 日時点の年齢です。 

 

町村別採用予定数（平成 27 年 7 月 3 日現在） 

※採用予定数は欠員の状況等により変更することがあります。 

※町村独自採用・技術職・専門職の採用については、各町村役場総務課にお問い合わせください。 

 

【２．申込みから採用までの流れ】 

十勝町村会（１８町村合同実施）  各町村（個別実施） 
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申込受付期間 平成 27 年 7 月 15 日（水）～8 月 3 日（月）9 時～17 時（土日・祝日を除く） 

第１次試験日 平成 27 年 9 月 19 日（土） 13 時 15 分～ 会場 とかち館（帯広市内） 

試験区分 年齢要件 採用予定数 身分 職務内容 

初級 18～21 歳  １６人 十勝総合振興局管内町村職員 一般行政 

町村名 予定数 町村役場総務課電話番号 町村名 予定数 町村役場総務課電話番号 

音更町 １ ０１５５－４２－２１１１ 大樹町 １ ０１５５８－６－２１１１ 

士幌町 ０ ０１５６４－５－５２１１ 広尾町 ２ ０１５５８－２－０１７５ 

上士幌町 ０ ０１５６４－２－２１１１ 幕別町 ０ ０１５５－５４－６６０８ 

鹿追町 ０ ０１５６－６６－２３１１ 池田町 １ ０１５－５７２－３１１１ 

新得町 1 ０１５６－６４－５１１１ 豊頃町 １ ０１５－５７４－２２１１ 

清水町 １ ０１５６－６２－２１１１ 本別町 2 ０１５６－２２－８１２０ 

芽室町 １ ０１５５－６２－９７２０ 足寄町 ２ ０１５６－２５－２１４１ 

中札内村 ２ ０１５５－６７－２３１１ 陸別町 ０ ０１５６－２７－２１４１ 

更別村 ０ ０１５５－５２－２１１１ 浦幌町 １ ０１５－５７６－２１１１ 

   合 計 １６  

※町村の試験日は重なりません。

※希望する町村を受験できます。

１ 



【３．受験資格】 

※次のいずれかに該当する者は受験できません。 

① 日本の国籍を有しない者 

② 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。) 

③ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

④ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※最終合格後、受験資格に該当しないことが明らかになった場合には、合格は取り消しとなります。 

 

【４．試験内容・日時・会場及び合格発表】 

（１）第１次試験 

２ 

初 級 平成 6 年 4月 2 日から平成 10 年 4 月 1 日までに生まれた者 

試験内容 ●基礎能力試験 ６０分   ●事務能力検査  ５０分   ●適性検査 ３５分 

試験日時 平成 27 年 9 月 19 日（土）13 時 15 分～17 時（終了予定） 

試験会場 とかち館  （帯広市西７条南６丁目（地図は 6ページ参照）） 

試験内容 

（ア）基礎能力試験は言語、数理、論理、常識又は時事教養、英語です。（択一式・120 題） 

※法律・経済などの専門分野は出題しません。 

（イ）事務能力検査は事務職員としての適応性について照合、分類、言語、計算、読図、記憶

（択一式）の試験をします。 

（ウ）適性検査は公務員としての適性について、性格検査法による検査を行います。 

（エ）事務能力検査・適性検査については、第２次試験で評定します。 

試験当日の

留意事項 

（ア）試験会場及びその周辺には駐車できません。 

（イ）試験会場は、１２時１５分から入場することができます。 

（ウ）電子機器の時計替わりの使用は禁止します。 

（エ）必要な持ち物は、写真の貼ってある受験票、筆記具(ＨＢ以上の鉛筆、消しゴム等)、 

腕時計(時計機能だけのもの)です。 

※受験票が 9 月 11 日（金）までに届かないときは、直ちに十勝町村会事務局まで問い合わせてください。

合格発表 

発表日 10 月 6 日（火）15 時 

発表方法 

各町村役場のホームページに受験番号を掲載するほか、十勝総合振興局１階ロ

ビー及び各町村役場において合格者の受験番号を掲示します。（電話による照会

は応じません） 

※合格者には合格通知書を発送します。（１０月７日～９日到着予定） 

※合格発表には、合格者の受験番号のほか、第２次試験の日程及び、第２次試

験の受験を希望する町村への申込方法を添付しています。 



 

（２）第２次試験（第１次試験合格者に対して行います。） 

受験申込 

希望する町村へ受験申込が必要です。 

・申込（受験生→各町村） 

  各町村が指定する方法（メール、電話等）により申込み下さい。 

・通知（各町村→受験生） 

  申込者には、各町村から個別に文書で試験当日の集合時間、場所、試験内容、持参するも

のなどを通知します。 

試験内容 人物試験  各町村の方法によります。（個別面接・集団面接・集団討論等） 

試験日時 
平成 27 年 10 月 13 日（火）から概ね１ヶ月間 

※各町村の日程は第１次試験日にお知らせします。各町村の試験日は重なりません。 

試験会場 各町村役場が指定する場所 

合格発表 

採用町村から直接本人に通知されます。 

※第２次試験後、その日の内又は翌日までに当該町村から内定の内諾を求められる場合があり

ますのであらかじめご承知おきください。 

 

【５．採用について】 

採用は全て地方公務員法第２２条第１項の規定に基づき条件附き採用となります。採用後６か月を勤務し、

その間、良好な成績で職務を遂行したときに、正式採用となります。 

 

注：試験申込書記入事項に不正があるときは、採用される資格を失うことがあります。 

 

 

【６．試験申込書の入手方法】 

 

 

 

３ 

ホームページから

プリントアウトす

る場合 

十勝総合振興局管内各町村役場（町村名は１ページを参照）のホームページに掲載の試験

案内より、様式をプリントアウトしてください。この場合、試験申込書はＡ４サイズの用

紙に両面印刷として下さい。 

郵 送 で 入 手 

す る 場 合 

封筒に「試験申込書請求」と朱書きし、１２０円切手をはった宛先明記の返信用封筒（角

２サイズ(240 ㎜×332 ㎜)）を必ず同封の上、７月２７日（月）までに必着で、十勝町村

会事務局に請求してください。 

直 接 入 手 

す る 場 合 

十勝町村会事務局又は十勝総合振興局管内各町村役場に来てください。 

※受付時間は９時～１７時（土日・祝日を除く） 

※電話での請求には応じません。 



 

 

【７．申込手続及び受付期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

申

込

手

続 

申 込 先 十勝町村会事務局（住所は表紙に記載）に提出してください。 

申込方法 

（ア）別添の試験申込書及び受験票に必要事項を必ずボールペンで自筆で記入（パソコン等

で作成した物は受理できません）してください。 

（イ）直接持参の場合は、上記申込先に提出してください。郵送の場合は、必ず簡易書留郵

便（郵便局で手続きをする必要があります。）で十勝町村会事務局に送付してください。

※記入及び郵送の方法については、５ページの「試験申込み方法」を参照して下さい。 

受付期間 

平成２７年７月１５日（水）～８月３日（月） 

※受付時間は９時～１７時（土日・祝日を除く） 

※郵送の場合は、８月３日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

受験票の作成 

（ア）受験票は、事務局で受験番号を記入した上で、９月上旬に郵送します。 

（イ）試験当日、写真欄に写真（4 ㎝×3 ㎝、裏面に氏名を記入したもの）を必ず貼って持

参してください。 

※受験票が９月１１日（金）までに届かないときは、直ちに十勝町村会事務局まで問

い合わせ下さい。試験当日に写真が貼られていない場合は受験できません。 



～試験申込み方法～ 

 

１ 「試験申込書」に必要な事項を記入し、必ず写真を貼る。

※写真ははがれやすいのでセロハンテープ等で補強してください。 

 

２ 「受験票」に氏名を記入する。 

※写真は十勝町村会事務局から受験票が郵送されてから貼付願います。 

※受験番号の欄には何も記入しないでください。 

 

 

３ 郵便はがきの宛名面に受験票郵送先の住所及び氏名を記入する。 

※郵便はがきの代用について 

・はがきと同じ大きさのもので、５２円切手を貼った私製はがきに限り、 

代用を認めます。 

 

 

 

 

４ 「受験票」を切り取り線に沿って切り取り、郵便はがきの通信面に、はがれないよう 

しっかりのり付けする。 

 

 

 

５ 試験申込書と受験票を提出する。

※郵送の場合は、封筒の表に「試験申込書在中」と記入し、十勝町村会事務局へ必ず簡易書留

で送付すること。 

※試験申込書の写真及び受験票が折れなければ、封筒の大きさは問いません。 
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【８．その他】 

平成２７年度十勝町村採用資格試験（平成２６年度実施）の「採用資格候補者名簿」に掲載され

ていても、第１次試験等の免除措置が無いことを了承願います。 

 

【９．試験会場の位置図】 

 

第１次試験会場 とかち館 

 

住所 帯広市西 7 条南 6 丁目 2 

電話 0155-24-1040 

 

帯広駅より 徒歩１５分  

車で５分 

 

帯広空港より車で３０分 
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